
都内の住宅に新規に設置された助成対象機器であること。ただし、蓄電池システ
ム及びビークル・トゥ・ホームシステムは、太陽光発電システムと同時導入、又は
既に設置されていることが必要です※。

助成対象機器により

太陽光発電システムと同時導入又は既に設置されていること

太陽光発電システムと同時導入又は既に設置されていること

★国等が実施する補助金を併用するためには、別途手続きが必要です。各種条件が異なりますので、詳細は以下の
　ホームページをご確認ください。

また、都内区市町村でも、各設備に対する補助を行っている場合がありますので、詳細は各区市町村にお問い合わせ
ください。

※既に太陽光発電システムが設置されている場合において、蓄電池システム又はビークル・トゥ・ホームシステムの助成を
　受ける場合は、領収書の日付けが平成 30 年 4 月 1 日以降であることが必要です。
※「事前申請」とは、令和 2 年 3 月 31 日までに申請することが困難であることが認められる場合の申請をいいます。
※「特例申請」とは、住宅供給事業者による申請をいいます。

※事前申請は、令和元年 10 月 1 日から受付を開始します。詳細は手引き等をご確認ください。
※募集期間にかかわらず、予算がなくなり次第終了します。

※助成条件に関する詳細は手引き等をご確認ください。
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5086 東京都 高度化促進事業

60
機器費の 1/6※1

機器費の 1/8※1

機器費の 1/2※２

機器費の 1/2※2 30 万円 /台

10万円 /kWh
（60万円/戸まで）

2019.5

※１　領収日が平成 31年 3月 31日以前 ※２　領収日が平成 31年 4月 1日以降

平成 31年４月から
蓄電池、ビークル・トゥ・ホームの

補助率引上げ！

機器費の 1/5

機器費と
工事費の 1/3
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東京都では、蓄電池システムを新たに導入する場合、太陽
光発電システムと同時導入又は既に設置されていること
を条件に助成金が交付されます。

東京都では、ビークル・トゥ・ホームシステムを新たに導入
する場合、太陽光発電システムと同時導入又は既に設置されて
いることを条件に助成金が交付されます。

＊太陽光発電システムに対する助成はありません。

東 京 都 の 助 成 対 象 機 器

※工事費は含まれません。

※工事費は含まれません。

※工事費は含まれません。
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